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町からのお知らせ

軽自動車税の減免

新たに申請する人は期間内に手続きを！

問 税務課国民健康保険税係（軽自動車税担当） ☎ 286 ｰ 3144

　身体などに障害がある人のために使用する軽自動車等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により、
軽自動車税が減免される場合があります。

【身体障害者等減免】
　�身体などに障害がある人のために使用する軽
自動車等
　※�自動車税・軽自動車税を通じて、障害のある
人１人に対し１台が減免の対象となります。

【公益減免】
　�社会福祉法人などが納税義務者の軽自動車等
で、公益のために使用する軽自動車等
【構造減免】
　�構造が、専ら身体等に障害がある人の利用に
供するためのものである軽自動車等
　※�車両に対する減免なので、所有者、運転者、
用途は問いません。

　※台数に制限はありません。
受付期間　
　�納税通知書が届いた日～５月31日㈬
　※納税通知書は、５月上旬発送予定です。
　※�一度納めた税金は減免できません。必ず、
納める前に手続きをしてください。

手続きに必要なもの
【身体障害者等減免】
　�納税通知書(納める前のもの)、障害者手帳等、
運転する人の運転免許証、納税義務者の印
鑑とマイナンバーカード(または通知カード)、
窓口に来た人の公的な本人確認書類
　※本人確認書類について
　・�運転免許証、パスポート、マイナンバー
カードなど顔写真付きのものは１点

　・�健康保険証、年金手帳など顔写真のないも
のは２点

　※�窓口に来る人が本人または同一世帯の家族
以外の場合は、委任状が必要です。

【公益減免・構造減免】
　�手続きに必要なものが異なりますので、お問
い合わせください。

軽自動車税以外の自動車税の減免については、広島県西部
県税事務所・自動車税課(☎︎0570-064-247)にお問い合わ
せください。

三輪・四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)を延長

平成29年度限りの措置です

問 税務課国民健康保険税係（軽自動車税担当） ☎ 286 ｰ 3144

　平成28年度の税制改正に伴い、平成27年度税制
改正で実施されたグリーン化特例(軽課)の特例措
置が１年間延長となりました。

※�基準達成状況については、自動車検査証の下
段・備考欄に記載されています。

種別

◆ガソリン(ハイブリッド車を含む）

◆電気自動車
◆燃料電池自動車
◆�天然ガス自動車（平成21年排ガス
Ｎｘ10％低減達成車両）

平成17年排ガス基準75％低減達成車両 (★★★★)
◆乗�用　平成32年度燃費基
準達成車両

◆貨�物用　平成27年度燃費
基準＋15％達成車両

◆乗�用　平成32年度燃費基
準＋20％達成車両

◆貨�物用　平成27年度燃費
基準＋35％達成車両

四輪以上総排
気量�660cc
以下

乗　�用
自家用 8,100 円 5,400 円 2,700 円
営業用 5,200 円 3,500 円 1,800 円

貨物用
自家用 3,800 円 2,500 円 1,300 円
営業用 2,900 円 1,900 円 1,000 円

三輪のもので、総排気量 660cc 以下 3,000 円 2,000 円 1,000 円
参考（標準税額と比較） 概ね25％軽減 概ね50％軽減 概ね75％軽減

適用条件
　平成28年４月１日から平成29年３月31日までに新
車新規登録された三輪・四輪の軽自動車で、下表の
基準を満たす車両について、その車両を取得した日
の属する年度の翌年度(平成29年度)分の軽自動車税
に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
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町からのお知らせ

各種｢介護予防教室｣の参加者募集！

いつまでも自分らしくいきいきと

問 高齢介護課高齢者福祉係 ☎ 286 ｰ 3256

　町は、高齢者がいつまでも元気にいきいきと暮らしていけるよう、さまざまな取り組みを行っています。
そのうち、５月から始まる介護予防のための教室を紹介します。
※いずれも町内にお住いの人が対象です。

教室名 はじめての健康マージャン教室 オレンジサロン シルバー筋力トレーニング教室

対象
６5歳以上で、介護認定を受けてい
ないマージャン未経験の人（要介
護者・要支援者を除く）

６5歳以上で食事・排泄・移動が自
力でできる人

６5歳以上の人（要介護者・要支援者
を除く）

開催日 毎週月曜日(５/８～、全18回)
※いずれか１か所選んでください。
※いずれも午前10時～午後３時。
㈪　�八幡集会所、シルバーワーク
プラザ、府中福寿苑

㈫　府中公民館
㈬　�南交流センター、シルバー
ワークプラザ(メンズサロン)

㈭　�鶴江地区センター、東地区セ
ンター

㈮　総社会館、府中公民館

毎㈭（期間は３か月～６か月)
※４月申込みの場合、５/11～開始。

時間 ①午前９時30分～正午
②午後１時～３時30分 ①午前10時～正午�②午後１時～３時

場所 鶴江作業所２階(鶴江１-９-20) シルバーワークプラザ(浜田３-９-２)

定員
(先着順) 各８人 各15人 各12人

内容
お金を賭けない・たばこを吸わな
い・お酒を飲まないがモット−の、
健康マージャンで、認知症予防、
仲間づくり、生きがいづくり。

認知症予防のための体操・手芸な
どの趣味活動、年に２回の認知症
チェック(希望者)

理学療法士の指導のもと、トレーニン
グ機器を使用した運動を行います。

参加費 １回200円(別途保険料) １回200円(別途昼食代約500円) １回300円

申込方法 電話・高齢介護課窓口で 電話・高齢介護課窓口で 電話・高齢介護課窓口で(随時受付中)

地域密着型サービス事業者を募集

介護保険事業者のみなさんへ

問 高齢介護課高齢者福祉係 ☎ 286 ｰ 3256

　府中町では、高齢者が介護の必要な状態になっても、引き続き住み慣れた地域の中で生活できるよう、
地域密着型サービスの基盤整備を進めています。地域に根ざした施設運営を行っていただくとともに、良
質なサービス提供が期待できる事業所を公正・公平に選定するため、次の地域密着型サービス事業者を公
募します。

サービスの種類 事業開始時期
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 平成30年２月１日まで

小規模多機能型居宅介護 平成30年４月１日まで

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護 平成30年８月１日まで

受付期間および受付時間
　４月３日㈪～５月19日㈮（土日祝を除く)
　午前８時30分～午後５時15分

応募要件
　介護保険法に規定する指定地域密着型サー
ビス事業者の指定要件に合致することなどの
応募要件を満たすことが必要です。

応募方法
　サービスの種類ごとの募集要項に基づき、
｢事業計画書｣を作成し、電話で日時を予約の
うえ、関係書類を添えて高齢介護課へ提出し
てください。
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